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○議事日程

日程第 １ 会議録署名議員の指名

（諸般の報告）

日程第 ２ 議案第１２号～第４２号

日程第 ３ 行政報告

日程第 ４ 議案第４７号 平成２６年度美幌町一般会計補正予算（第１２号）について

日程第 ５ 議案第４４号 美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例制定について

○日程追加事件

追加日程第 １ 会期延長について

○出席議員

１番 新 鞍 峯 雄 君 ２番 大 江 道 男 君

３番 中 嶋 すみ江 君 ４番 上 杉 晃 央 君

５番 早 瀨 仁 志 君 ８番 岡 本 美代子 君

副議長 ９番 坂 田 美栄子 君 １０番 吉 住 博 幸 君

１１番 橋 本 博 之 君 １２番 宗 像 密 琇 君

１３番 大 原 昇 君 議 長１４番 古 舘 繁 夫 君

○欠席議員

なし

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席説明員

教 育 委 員 会
美 幌 町 長 土 谷 耕 治 君 沖 田 滋 君

委 員 長

農 業 委 員 会 選挙管理委員会
鈴 木 幸 往 君 松 本 光 伸 君

会 長 委 員 長

監 査 委 員 髙 木 清 君

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席受任説明員

副 町 長 染 谷 良 君 総 務 部 長 平 井 雄 二 君

民 生 部 長 藤 原 豪 二 君 経 済 部 長 広 島 学 君

建設水道部長 矢 萩 浩 君 病 院 事 務 長 大 村 英 則 君

会 計 管 理 者 植 木 恒 則 君 事務連絡室長 中 村 敏 文 君

総 務 主 幹 田 村 圭 一 君 電 算 主 幹 河 端 勲 君

まちづくり主幹 露 口 哲 也 君 総合計画主幹 那 須 清 二 君

財 務 主 幹 小 室 保 男 君 契約財産主幹 石 坂 聡 君

税 務 主 幹 田 中 三智雄 君 環境生活主幹 大 場 正 規 君

児童支援主幹 武 田 孝 司 君 福 祉 主 幹 谷 川 明 弘 君

健康推進主幹 佐 藤 和 恵 君 農 政 主 幹 渡 辺 靖 行 君

耕地林務主幹 伊 成 博 次 君 商工観光主幹 小 室 秀 隆 君

建 設 主 幹 川 原 武 志 君 建 築 主 幹 中 沢 浩 喜 君
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水 道 主 幹 澤 畠 雅 俊 君 病院総務主幹 但 馬 憲 司 君

事務連絡室次長 三 上 猛 君 教 育 長 平 野 浩 司 君

教 育 部 長 高 木 恵 一 君 学校教育主幹 石 澤 憲 君

学校給食主幹 石 田 勇 一 君 社会教育主幹 荒 井 紀光子 君

町民会館建設主幹 斉 藤 浩 司 君 スポーツ振興主幹 佐 藤 修 君

農業委員会事務局長 西 俊 男 君 選挙管理委員会事務局長

監査委員室長
小 西 守 君

○議会事務局出席者

事 務 局 長 高 崎 利 明 君 次 長 橋 本 美 典 君

議 事 係 長 水 上 修 一 君 議 事 係 寺 田 好 君
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午前１０時００分 開議

◎開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１２名であります。

定足数に達しておりますので、これから平成

２７年第１回美幌町議会定例会第１６日目の

会議を開きます。

――――――――――――――――――――

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の

規定により、４番上杉晃央さん、５番早瀨仁

志さんを指名します。

――――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（高崎利明君） 諸般の報告を申

し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読につきましては、省略させていただき

ます。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規定

に基づく出席説明員につきましては、第１日

目と同様でありますので、御了承願います。

以上で諸般の報告を終わります。

――――――――――――――――――――

◎日程第２ 議案第１２号から

議案第４２号まで

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 議案第１

２号美幌町自治基本条例の一部を改正する条

例制定についてから議案第４２号平成２７年

度美幌町病院事業会計予算についてまでの３

１件を議題とします。

――――――――――――――――――――

◎議案第３５号に係る修正動議

○議長（古舘繁夫君） 議案第３５号平成２

７年度美幌町一般会計予算についてに対して

は、宗像密琇さんほか７名から、お手元にお

配りいたしましたとおり、修正の動議が出さ

れています。したがって、これを本案とあわ

せて議題として、提出者の説明を求めます。

１２番宗像密琇さん。

○１２番（宗像密琇君） ただいま、議長の

ほうからありましたように、修正案の理由を

述べます。

町提出平成２７年度一般会計予算案におい

て、社会教育施設費の町民会館改築実施設計

委託料５,１２９万円と体育施設費の河畔公

園パークゴルフ場実施設計委託料１,３５０

万円は、それぞれの基本設計・基本計画の成

果品の不足及びそれに基づく議論・説明がい

まだ十分であるとは言えない中、次の段階で

ある二つの実施設計費を認めるには、今の時

点において時期尚早と判断し、これらの実施

設計費を抜いた２７年度一般会計予算の歳

入・歳出をそれぞれ９６億５,８５３万円に

改める修正案を提出するものであります。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） これから、修正案に

対する質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論される方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、これで討論を終わります。

議案第３５号平成２７年度美幌町一般会計

予算についてを採決します。

この採決については、坂田美栄子さんほか

１名から、無記名投票にされたいとの要求

と、大原昇さんほか１名から、記名投票にさ

れたいとの要求があります。したがって、い

ずれかの方法にするかを、会議規則第８２条

第２項の規定によって、無記名投票で採決し
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ます。

まず、無記名投票にすべきとの要求につい

て採決します。

議場の出入り口を閉めます。

（議場閉鎖）

○議長（古舘繁夫君） ただいまの出席議員

は１１名です。

次に、立会人を指名します。

会議規則第３２条第２項の規定により、立

会人に４番上杉晃央さん、８番岡本美代子さ

んを指名します。

投票用紙を配ります。

（投票用紙配付）

○議長（古舘繁夫君） 投票用紙の配付漏れ

はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 配付漏れなしと認め

ます。

念のために申し上げます。

無記名投票に賛成の方は「賛成」、反対の

方は「反対」と記載願います。

なお、白票などの賛否が明らかでないもの

については、会議規則第８４条の規定によ

り、反対とみなしますので、誤りのないよう

お願いします。

投票箱を点検します。

（投票箱点検）

○議長（古舘繁夫君） 異常なしと認めま

す。

ただいまから、投票を行います。

事務局長が議席番号と氏名を呼び上げます

ので、順番に投票願います。

○事務局長（高崎利明君） それでは、議席

番号と氏名を申し上げます。

１番新鞍峯雄議員、２番大江道男議員、３

番中嶋すみ江議員、４番上杉晃央議員、５番

早瀨仁志議員、８番岡本美代子議員、９番坂

田美栄子議員、１０番吉住博幸議員、１１番

橋本博之議員、１２番宗像密琇議員、１３番

大原昇議員。

（投 票）

○議長（古舘繁夫君） 投票漏れはありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 投票漏れなしと認め

ます。

これで、投票を終わります。

これから、開票を行います。

上杉晃央さん、岡本美代子さん、開票の立

会をお願いします。

（開 票）

○議長（古舘繁夫君） 投票の結果を報告し

ます。

投票総数は１１票です。有効投票も１１票

です。

有効投票のうち、賛成の票は７票、反対の

票は４票です。

以上のとおり、賛成が多数であり、した

がって、無記名投票によるとの要求について

は可決されました。

よって、議案第３５号平成２７年度美幌町

一般会計予算については、無記名投票により

採決します。

まず、本案に対する宗像密琇ほか７名から

提出されました修正案について採決します。

ただいまの出席議員は１１名です。

次に、立会人を指名します。

会議規則第３２条第２項の規定により、立

会人に２番大江道男さん、５番早瀨仁志さん

を指名します。

投票用紙を配ります。

（投票用紙配付）

○議長（古舘繁夫君） 投票用紙の配付漏れ

はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 配付漏れなしと認め

ます。

念のために申し上げます。

修正案に賛成の方は「賛成」、反対の方は

「反対」と記載願います。

なお、白票などの賛否が明らかでないもの

については、会議規則第８４条の規定によ

り、反対とみなしますので、誤りのないよう

記載願います。
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投票箱を点検します。

（投票箱点検）

○議長（古舘繁夫君） 異常なしと認めま

す。

ただいまから、投票を行います。

事務局長が議席番号と氏名を呼び上げます

ので、順番に投票願います。

○事務局長（高崎利明君） それでは、議席

番号と氏名を申し上げます。

１番新鞍峯雄議員、２番大江道男議員、３

番中嶋すみ江議員、４番上杉晃央議員、５番

早瀨仁志議員、８番岡本美代子議員、９番坂

田美栄子議員、１０番吉住博幸議員、１１番

橋本博之議員、１２番宗像密琇議員、１３番

大原昇議員。

（投 票）

○議長（古舘繁夫君） 投票漏れはありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 投票漏れなしと認め

ます。

これで、投票を終わります。

これから、開票を行います。

大江道男さん、早瀨仁志さん、開票の立会

をお願いします。

（開 票）

○議長（古舘繁夫君） 投票の結果を報告し

ます。

投票総数１１票、有効投票１１票です。無

効はありません。

有効投票のうち、賛成が９票、反対が２票

です。

以上のとおり、賛成が多数であり、した

がって、宗像密琇ほか７名から提出された修

正案については可決されました。

次に、ただいま修正議決した部分を除く原

案について採決します。

ただいまの出席議員は１１名です。

次に、立会人を指名します。

会議規則第３２条第２項の規定により、立

会人に１番新鞍峯雄さん、１３番大原昇さん

を指名します。

投票用紙を配ります。

（投票用紙配付）

○議長（古舘繁夫君） 投票用紙の配付漏れ

はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 配付漏れなしと認め

ます。

念のために申し上げます。

修正議決した部分を除く部分について、賛

成の方は「賛成」、反対の方は「反対」と記

載願います。

なお、白票などの賛否が明らかでないもの

については、会議規則第８４条の規定によ

り、反対とみなしますので、誤りのないよう

記載願います。

投票箱を点検します。

（投票箱点検）

○議長（古舘繁夫君） 異常なしと認めま

す。

ただいまから、投票を行います。

事務局長が議席番号と氏名を申し上げます

ので、順番に投票願います。

○事務局長（高崎利明君） それでは、議席

番号と氏名を申し上げます。

１番新鞍峯雄議員、２番大江道男議員、３

番中嶋すみ江議員、４番上杉晃央議員、５番

早瀨仁志議員、８番岡本美代子議員、９番坂

田美栄子議員、１０番吉住博幸議員、１１番

橋本博之議員、１２番宗像密琇議員、１３番

大原昇議員。

（投 票）

○議長（古舘繁夫君） 投票漏れはありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 投票漏れなしと認め

ます。

これで、投票を終わります。

これから、開票を行います。

新鞍峯雄さん、大原昇さん、開票の立会を

お願いいたします。

（開 票）

○議長（古舘繁夫君） 投票の結果を報告し
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ます。

投票総数１１票、有効投票は同じく１１

票、無効はありません。

有効投票のうち、１１票が賛成投票です。

以上のとおり、賛成が多数であります。し

たがって、修正議決した部分を除く部分は原

案のとおり可決されました。

議場の出入り口を開きます。

（議場開鎖）

――――――――――――――――――――

◎日程第２ 議案第１２号から

議案第４２号まで

（継続）

○議長（古舘繁夫君） 議案第３６号平成２

７年度美幌町国民健康保険特別会計予算につ

いてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第３７号平成２７年度美幌町後期高齢

者医療特別会計予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第３８号平成２７年度美幌町介護保険

特別会計予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第３９号平成２７年度美幌町公共下水

道特別会計予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第４０号平成２７年度美幌町個別排水

処理特別会計予算について採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第４１号平成２７年度美幌町水道事業

会計予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第４２号平成２７年度美幌町病院事業

会計予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

――――――――――――――――――――

◎日程第３ 行政報告について

○議長（古舘繁夫君） 日程第３ 行政報告

について、町長から行政報告があります。

町長。

○町長（土谷耕治君） さきの行政報告に追

加して報告をさせていただきます。
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追加行政報告といたしましては、美幌町立

国民健康保険病院の医師確保についてであり

ます。

社会医療法人明生会美幌クリニックの閉院

に伴い、国保病院での月２回の認知症診察の

実施など、網走脳神経外科・リハビリテー

ション病院橋本理事長とさまざまな協議を

行ってきたところであります。

一方で、国保病院での認知症診療を望む声

もあることから、脳神経外科医師の非常勤採

用も視野に入れ、脳神経外科医師の招聘に努

めてきたところ、このたび、脳神経外科の医

師より、非常勤医師として外来診療を引き受

けていただけるとの意思表示があったところ

であります。

採用を予定している医師は、順天堂大学医

学部卒業の宮沢隆仁医師、６０歳でありま

す。

宮沢医師につきましては、医学博士、脳神

経外科専門医、脳卒中専門医、日本医師会認

定産業医、経営学修士などの資格を有し、認

知症治療はもとより、脳神経外科医師として

の臨床経験も豊富な医師であります。

診療開始につきましては、平成２７年４月

１３日を予定しており、月２回、第２・第４

月曜に診療に当たることとなっております。

これまでに御貢献いただいた明生会の網走脳

神経外科・リハビリテーション病院、道東脳

神経外科病院及び桂ヶ丘クリニックにつきま

しては、引き続き脳ドックをお引き受けいた

だくほか、脳疾患患者の直接救急搬送につき

ましても、橋本理事長に要請をしたところ、

御快諾をいただいたところであります。

今後とも、町内や明生会等の医療機関と連

携を図り、引き続き地域医療を守り、町民の

安心・安全に全力を尽くす所存であります。

次に、本定例会に追加し、御提案いたしま

す議案について御説明させていただきます。

条例の改正について、条例第４４号から議

案第４６号につきましては、特別職等の報酬

及び給与について、財政状況、道内類似団体

及び管内市町村の状況並びに平成２７年２月

２０日付、美幌町特別職報酬等審議会の答申

等を勘案し、報酬月額及び給与月額について

改正しようとするものであり、それぞれの条

例改正について議決をいただきたいのであり

ます。

平成２６年度一般会計補正予算について、

議案第４７号平成２６年度美幌町一般会計補

正予算（第１２号）については、新たに創設

された地域活性化・地域住民生活等緊急支援

交付金を活用し、地域消費喚起・生活支援

型、地方創生先行型のそれぞれの事業費を補

正しようとするものであります。

主なものとしては、多子世帯支援対策事業

補助金として１,１４０万円、子育て世帯等

応援事業補助金として４９５万円、プレミア

ム商品券発行事業補助金として１,４７６万

円、店舗リフォーム促進事業補助金として

３,０００万円、起業家支援事業補助金とし

て４００万円、住宅リフォーム促進補助金と

して５,５００万円、その他、まち・ひと・

しごと創生総合戦略策定に係る経費などの追

加を行おうとするものであります。

なお、細部につきましては、担当部長より

御説明を申し上げますので、慎重なる審議の

上、議決を賜りますよう、お願いを申し上げ

ます。

○議長（古舘繁夫君） ただいまの行政報告

について質疑を許します。

質問は、１人３回までとします。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） この問題は、たまた

ま、私も、町民の皆さんの声を聞く中で、本

日３月２０日をもって閉院されるということ

で、町長には、町民の強い要望を含めて取り

組むようにということで質問させていただき

まして、私も本当に驚きましたけれども、こ

のような形で国保病院の医師の確保ができ

て、町民の皆さんが安心をして４月から月２

回の診療を受けられるという町長の取り組み

を大いに評価したいですし、町民の皆さんも

喜んでいるところだと思います。

そこで、脳神経外科の先生が来ることに
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伴って、今後の診療で、現在、国保病院で保

有しているＭＲＩとかＣＴがありますけれど

も、これらについては、特に既存の医療機器

を使って診療することに支障はないというこ

とで、このことに伴う医療機器の更新とか、

そういったことについては特段ないというふ

うに理解してよろしいでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 今、宮沢先生

ともお話を進めておりまして、ＣＴについて

は問題がないと思っております。しかしなが

ら、ＭＲＩは、かなり古いものでありまし

て、磁気タイプの０.２テスラというものな

のですが、それを使えるかどうかについて

は、今、先生のほうに問い合わせをしている

最中であります。そのほか、場所を整形外科

のところと考えていますので、必要なオーダ

リング機器、それから、パソコン等を備え

て、そのほかの診療機材についても問い合わ

せ中なので、追って明らかになるかと思って

おります。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 今回、追加で、月２

回の外来診療が開けるということを聞きまし

て、とりあえずほっとしているというのが実

態でございます。

過日、所管しております総務文教厚生常任

委員会で、なくなるということの報告があっ

て、委員会としても十分な事後対策を求めて

いたものでございます。

そこで、何点か確認をさせていただきたい

と思いますが、今回の月２回の対応をされる

ということについては評価をいたします。た

だし、急患対応は地元では不可能ということ

で、網走まで搬送されるという状況がなお懸

念材料としてあります。

この点で、十分ではない状況がなお残って

いるということと、月２回で果たしてどの程

度をカバーできるのかという部分についても

心配材料がございます。

この点について、月２回の外来診療をどの

程度をカバーできるのかということについて

お示しをいただければと思います。

最後には、やはり、脳神経ということにな

りますと、命にかかわる問題という内容であ

ります。町立国保病院でいつでも見られると

いう医師の確保が求められているなというふ

うに思うのですが、この点では、従来どお

り、地元でしっかり見られる体制をつくると

いうことについては、今回の処置は処置とし

て受けとめた上で、なお御努力いただきたい

というふうに思うのですが、この点について

もお伺いしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 大江議員が

おっしゃるとおりでありまして、月２回でど

れだけの患者数が診察できるのかというのは

未知数であります。したがって、今、先生と

お話を進めているのは、オープンにして見て

いくのか、予約診療にして、あらかじめ人数

等を制限する中で診療するのか、それは見き

わめながら対応していきたいと思っておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 大江議員の質問にお

答えしますけれども、固定医であれば一番安

心されると思いますので、引き続き固定医を

求め努力をしていきたい、そのように思って

おります。

それで、月２回ということで、今、ここに

ある機器をどうするかというような観点で、

今回、出張医の先生をお願いするということ

になりました。美幌クリニックにつきまして

は、美幌に進出していただいて１９年がたち

ます。それで、一分一秒を争う脳血管疾患で

ありますので、町民の皆さんが脳血管疾患に

遭っても大きな後遺症もなくやれたというの

は、本当に美幌クリニックあってこそのこと

だと思います。そういった意味で、この場を

かりて、明生会並びに美幌クリニックの藤田

先生には感謝を申し上げたい、そのように

思っております。

脳神経外科医の確保も大変厳しいと聞いて

おりますので、厳しい状況の中ではあります
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けれども、引き続き、固定医の招聘に向けて

努力をしていきたい、そのように思っており

ます。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） この宮沢先生は、

非常勤ということですが、今、どこかの病院

に勤務されているのでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 先生自体は、

今、フリーの非常勤という形で、ほかの病院

も兼ねて勤める予定であります。したがっ

て、月曜日については、本町対応ということ

で、第２・第４のみに当たっていただくよう

な体制で考えているということであります。

○議長（古舘繁夫君） １２番宗像密琇さ

ん。

○１２番（宗像密琇君） 同じ質問ですが、

今回、脳外科医の先生にいらしていただける

ということに関しては、私ども議員の中でも

脳ドックの診療を進めてまいったわけです

が、今回、こういうことになるということは

非常に残念と言った矢先にこういう朗報が聞

けたということは、非常にうれしいし、あり

がたいことだと思います。

そこで、今、いろいろと質疑がありました

が、今後の機器類の話とかがありましたけれ

ども、私も、お粗末ながら、体験上、脳神経

外科に関しては、おかげさまで勉強させても

らいました。

その中で、今予算の中でも、いわゆるリハ

ビリ部分を我が国保病院の中において補充さ

れて、これからいい体制になるなと思ってい

たわけですが、脳神経外科のほうのリハビリ

というのは、また別といいますか、ちょっと

特殊なものも中には入っております。

そういう面において、どのようにお考え

か、お聞きしたいなと思います。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 月２回の診療

でどの程度のリハビリテーションができるか

どうかという部分があるのだろうと思いま

す。

それで、例えば、脳疾患で歩行障害になっ

た場合については、当病院の理学療法士で十

分に対応できると思いますけれども、手の麻

痺については、作業療法士という分野なの

で、そこら辺の体制まで持っていくかどうか

については、宮沢先生とも十分に協議して、

今後の対応を考えてまいりたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １２番宗像密琇さ

ん。

○１２番（宗像密琇君） 大体わかりまし

た。

今、事務長が言うとおり、理学療法士、作

業療法士など、文言のこともありますが、こ

のリハビリにおいては、今までも、保健師だ

とか、いろいろな手回しによって、網走の脳

神経外科にも相当お世話になってきているこ

とは十分に理解しております。できるだけ、

医療サービスのほうにも十分な配慮をお願い

したいと思います。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 引き続き、町民の皆

さんの安心・安全のために、医療を初め、介

護、福祉、健康づくりにしっかりと取り組ん

でまいりたい、そのように思っております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑のある

方。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 以上で、質疑を終わ

ります。

これで、行政報告を終わります。

暫時休憩をいたします。

再開を、１１時５分といたします。

午前１０時５２分 休憩

────────────────

午前１１時０５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

――――――――――――――――――――

◎日程第４ 議案第４７号

○議長（古舘繁夫君） 日程第４ 議案第４
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７号平成２６年度美幌町一般会計補正予算

（第１２号）についてを議題とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 追加議案の７

ページをお開きいただきたいと思います。

議案第４７号平成２６年度美幌町一般会計

補正予算（第１２号）について御説明を申し

上げます。

平成２６年度美幌町の一般会計補正予算

（第１２号）は、次に定めるところによる。

今回の補正につきましては、新たに創設さ

れました地域活性化・地域住民生活等緊急支

援交付金を活用した地域消費喚起・生活支援

型及び地方創生先行型の事業費を予算化しよ

うとするものでございます。

歳入歳出予算の補正第１条、歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ１億４,９１４万

８,０００円を追加し、歳入歳出それぞれ１

０１億３,６５０万４,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明を申し上げます。

それではまず、歳出を御説明いたしますの

で、１６ページ、１７ページをお開きいただ

きたいと思います。

個々の事業の説明に当たりまして、地域消

費喚起・生活支援型４件につきましては支援

事業、また、地域創生先行型の事業８件につ

いては先行型事業と略させていただきますの

で、御了承願いたいと思います。

まず最初でありますが、総務部の企画費、

政策推進事業費の増ということで、２９７万

１,０００円の増額補正でございますが、こ

れにつきましては、先行型事業であります。

人口ビジョン及び総合戦略を策定するための

まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援業

務委託料のほか、必要な事務経費の補正をお

願いしようとするものであります。

次に、民生費の社会福祉総務費の一般事務

費の増１,１５２万６,０００円につきまして

は、新規で、これは支援型事業でございます

が、少子化対策の一環といたしまして、多子

世帯の子育てを応援しようとするもので、１

８歳以下の子を３人以上養育する世帯に対

し、第３子以降１人につき３万円の商品券を

発行する多子世帯支援対策事業補助金のほ

か、事務委託経費を補正しようとするもので

ございます。

次に、児童福祉総務費の一般事務費の増７

９３万６,０００円につきましては、既定の

町単独補助金からの振りかえでございまし

て、これは先行型事業でありますが、民間保

育園を利用する保護者の負担を軽減し、子育

て環境の充実を図るもので、ゼロ歳から２歳

児にかかる町立保育園保育料との差額を補助

するもので、民間保育園利用者補助金の補正

をお願いしようとするものでございます。

次に、１８、１９ページをお開きいただき

たいと思います。

一番上段でありますが、農業振興費の農業

担い手確保育成事業費の増５００万円は、既

定の町単独補助金からの振りかえでございま

して、先行型事業であります。農業の担い手

を確保するために、新規就農者に対する奨励

費補助として、農業経営開始費用として２０

０万円、新規農業従事者に対する補助とし

て、資機材購入費、資格取得費、あるいは研

修経費などを補助するもので、限度額は１０

０万円であります。地域しごと支援事業補助

金として補正をお願いするものでございま

す。

次に、林業振興費の民有林振興対策事業費

の増２７５万円につきましては、先行型事業

でありまして、森林認証エリアの拡大と認証

材の付加価値向上を図るために、認証材購入

者に対する２分の１の補助の森林認証材活用

促進事業補助金、これは既定の町単独補助の

振りかえでございますが、そのほか、製品開

発、セミナー・講演会開催等の経費をお願い

しようとするものでございます。

次に、商工費でありますが、商工業振興費

の一番上、商店街活性化事業費ということ

で、業務等委託料の子育て世帯等応援事業事

務委託料３７万２,０００円と、補助金の２
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行目、子育て世帯等応援事業補助金４９５万

円でありますけれども、これにつきまして

は、既定の町単独事業からの振りかえ及び拡

充でありまして、まずは支援型事業でありま

す。北海道と連携いたしまして、プレミアム

商品券を子育て世帯及び若年者に発行し、生

活支援及び地域の消費喚起を図るもので、プ

レミアム率５５％の商品券４５０枚を２回発

行する子育て世帯等応援事業補助金のほか、

事務委託経費を補正しようとするものでござ

います。

次のプレミアム商品券発行事業事務委託料

２１０万３,０００円と、補助金のプレミア

ム商品券発行事業補助金１,４７６万円につ

きましては、これも規定の単独補助からの振

りかえと拡充でございます。これは、支援型

事業でありまして、北海道と連携をしてプレ

ミアム商品券を発行し、地域の消費喚起を図

るもので、プレミアム率３０％の商品券２,

４６０枚を２回発行するプレミアム商品券発

行事業補助金のほか、事務委託経費を補正し

ようとするものでございます。

次に、補助金の起業家支援事業補助金４０

０万円でございます。これは、新規事業であ

りまして、先行型の事業であります。起業、

創業する方を支援することで雇用の創出及び

地域の活性化を図るもので、起業、創業に必

要な経費の３分の２を補助、限度額２００万

円として補助をするほか、空き店舗における

家賃の１０分１０を２年間以内補助する起業

家支援事業補助金を補正しようとするもので

ございます。

次に、店舗リフォーム促進事業補助金３,

０００万円でございますが、これは、新規で

ございまして、先行型事業で、店舗のイメー

ジアップを図る事業者を支援し、商店街の活

性化を図るもので、店舗等の改修費の２分の

１補助、限度額１００万円の事業でありまし

て、３０軒分を計上いたしているところでご

ざいます。

次に、観光振興事業費の増ということで、

この中で、普通旅費、消耗品費、印刷製本

費、修繕料、飛びまして、庁用備品、機械器

具、次のページの北海道移住促進協議会負担

金、これらの合計３１８万円につきまして

は、新規の先行型事業で、首都圏からの移住

促進を図ることで人口減少に歯どめをかける

ため、東京や大阪で開催される移住フェア参

加経費のほか、「ちょっと暮らし」の体験施

設の整備として、旧美幌中学校教頭住宅の内

装改修や備品購入等の経費の補正をしようと

するものでございます。

次に、業務等委託料の特産品等研究開発推

進事業委託料４６０万円でありますが、これ

は、新規でありまして、先行型事業で、特産

品の開発や販路開拓を支援し、地元農畜産物

の付加価値向上と、本町を広くＰＲするた

め、開発や販路の開拓経費については１０分

の１０の補助、人件費については３分の２の

補助をしようとするものでございます。

次に、２０、２１ページをお開きくださ

い。

土木費の住宅総務費、建築事務費の増、補

助金、住宅リフォーム促進補助金５,５００

万円でありますけれども、これにつきまして

は、支援型事業で、平成２３年から実施して

おります既定の町単独補助からの振りかえで

ございまして、民間住宅のリフォームを促進

し、快適な住環境の確保と地域経済の活性化

を図るもので、リフォームに要する経費の２

０％補助、限度額５０万円で、過去の実績を

踏まえ、１５０件分を計上いたしているとこ

ろでございます。

次に、歳入を御説明いたしますので、１

４、１５ページにお戻り願いたいと思いま

す。

歳入でございますが、国庫支出金といたし

まして９,４７８万２,０００円で、この中で

住宅費補助金２,１６９万７,０００円とござ

いますけれども、これにつきましては、住宅

リフォーム促進事業に係る交付金であります

が、本町では上限５０万円としているもので

ありまして、本交付金につきましては限度額

が２０万円となっているために、約６割分は
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一般財源となるものでございます。

次に、道支出金は２９１万円で、商工費補

助金２９１万円につきましては、プレミアム

商品券発行事業補助金及び子育て世帯等応援

事業補助金について、道補助金として５％が

交付されるものでございます。

次に、一番下になりますが、雑入というこ

とで、新規就農者等支援事業負担金の増１５

０万円につきましては、新規農業従事者に対

する補助３００万円の２分の１をＪＡ負担金

としていただくものでございます。

最後に、財政調整基金繰入金の増というこ

とで、４,９９５万４,０００円の増額補正で

ございますが、今回の総事業費の１億４,９

１４万８,０００円のうち、交付金限度額９,

４７８万２,０００円を超える額から、道補

助金その他特定財源を差し引いた一般財源を

財政調整基金に求めるもので、主なものとし

ては、先ほどご説明いたしました住宅リ

フォームの交付限度額が町の限度額よりも低

いことが大きな要因となっております。

今回の補正によりまして、財政調整基金の

年度末残高は、１１億９６９万９,０００円

となる見込みでございます。

以上、御説明申し上げましたが、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） １７ページの業務委

託料、まち・ひと・しごと創生総合戦略策定

支援業務委託料と、１９ページの店舗リ

フォーム促進事業補助金の２点について質問

したいと思います。

最初のまち・ひと・しごと創生総合戦略の

業務委託について、成果品はいつごろ出され

て、議会で説明を受けられるのか、その時期

をお知らせいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） まだ発注前であ

りまして、詳細については、業者とも調整を

しておりませんので、はっきりは申し上げら

れませんが、いずれにせよ、今年度中には策

定するということになります。特に、総合戦

略につきましては、広く住民の方にもお知ら

せをしなければいけないということでありま

すので、当然、年内には成果品を出して、意

見をいただき、あるいはパブコメ等を実施す

る必要があるということで御理解願いたいと

思います。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） １２月中ぐらいには

成果品が出るということで、まず、押さえて

おきたいと思います。

次に、１９ページの店舗リフォーム促進事

業は、以前から、民間住宅のリフォームにつ

いては、町民の皆さんから大変喜ばれて、町

のほうも、延長したりしながら取り組まれて

おりますが、店舗リフォームの関係で、先ほ

どの説明では３０軒ということで予算計上さ

れておりますけれども、もし、この予算を超

えるような申請があった場合の対応というの

はどのように考えられておりますか。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 一応、事前に行

いましたアンケート調査に基づいて予算を計

上させていただいたものでございます。一

応、受け付け期間を設けて希望件数を把握し

たいというふうに思っていますけれども、３

０軒を超えた場合については、年数を区切っ

ていることもあるので、延ばせるものがあっ

たら延ばしていただくと。ただ、どうしても

この年ということであれば、補正をしながら

対応していきたいというふうに考えておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） １９ページの起業

家支援事業補助金の４００万円について、こ

れは１０分の１０の家賃補助で２年間という

説明だったと思うのですけれども、例えば、

家賃補助でも、上限がないのか、それとも、

先着順と言ったらおかしいですが、４００万

円の予算を使ってしまったら終わりなのか。
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それと、受け付け期間というのは、新規起業

家でもいつからいつまでと期間を区切るもの

なのか。その辺のところをお知らせくださ

い。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 家賃の助成につ

いては、上限を設ける考えはございません。

あくまでも、ここの経費であります上限２０

０万円に達するまでの月数の中で補助してい

きたいというふうに考えております。

この扱いについて、申し込み期限をつける

のかということでございますけれども、これ

については、随時、受け付けをしていきたい

というふうに考えております。特に、いつか

らいつまでの申し込み期限ということではな

くて、それぞれ起業を望む方については随時

出てくるだろうというふうに期待もしており

ますので、その都度、対応させていただきた

いというふうに考えております。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） １７ページの多子

世帯支援対策事業補助金というところなので

すけれども、ここのところで、１人につき３

万円の商品券を発行されるということなので

すけれども、例えば、商品券に期限がついて

いるのかどうかということをお尋ねしたかっ

たのです。

というのは、プレミアム商品券のときも、

期限つきということになると、使いたいとき

に使えないということで、できれば期限を定

めてほしくないなという意見が何件か寄せら

れていますので、そこのところはどうなって

いるのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 財務主幹。

○財務主幹（小室保男君） ただいまの御質

問について御答弁申し上げます。

本交付金の事業につきましては、その実

績、成果を求められております。ついては、

各事業がそうなのですけれども、事業実施後

にアンケート調査を行いまして、その実績を

国に報告するということもございますので、

一定程度、事業の期間を設定しなければなり

ません。

ついては、多子世帯に対する支援対策事業

につきましては、現時点では、秋ごろに商品

券を発行いたしまして、１２月ごろをめどに

消費を行ってもらう、その後、アンケート調

査をして国に報告する、そのようなスケ

ジュールで考えております。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） わかりました。

例えば、１カ月、２カ月と期間が短いと、

使いたいときに使えないという状況もありま

すので、期間を定めるときに、使いやすい季

節というのもありますので、そういうことも

できれば考えていただきたいなというふうに

思います。

○議長（古舘繁夫君） 財務主幹。

○財務主幹（小室保男君） 議員御指摘のと

おり、せっかくの事業でありますので、多く

の皆さんに喜んでいただけるように、事業の

実施に当たっては、十分に関係者と協議の

上、少しでも成果が上がるような制度にして

いきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

１２番宗像密琇さん。

○１２番（宗像密琇君） １９ページの店舗

リフォームの件でお尋ねいたします。

たしか、私は、一般質問といいますか、町

長といろいろお話ししたときに申し上げた中

で、いわゆる道路行政と今回のリフォームの

件というのは、店舗というのはおおむね道路

のそばにあるのです。そうすると、道路はそ

のままで、さあ、店舗をリフォームしたい方

はいらっしゃいますかと言っても、この道路

がもうちょっとこうなれば申し込みたいのだ

けれどもなんてことになれば、せっかくのこ

とがなかなか進まないということになりま

す。
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私が申し上げたように、その部署、その部

署が独立してつくるのではなくて、いわゆる

連動性や、このリフォームの件に関しては、

ここの道路の補修は何年度に行いますという

ことも含めてお考えくださいと。また、その

道路を大がかりに直すときには、店舗のリ

フォームに関してまた提案を申し上げますか

らということで町長から一言口添えあればこ

の計画も生きるのでありますけれども、ただ

単品でこういう事業を提供して、それほどの

効果が上がるかといいますと、それなりに効

果はあるでしょう。しかし、今、私が申し上

げたような形だと、もっと効果が上がる、

もっと進めていけば町が変わる、町並みが変

わるというふうな展開になるやもしれないと

私は考えます。

そういうお考えとか構想がおありになれ

ば、いろいろな補助金がございますけれど

も、せっかくやるのであれば、それだけの効

果が上がるような方式が私は肝要かと思いま

すが、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今回の事業は、アベ

ノミクスの中の一つの地方創生という中で、

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金

を使わせていただくというようなことで、議

員がおっしゃるように、今できることはしっ

かりやって、長い時間を要するもの、特に、

道路のように、きょう言ってあしたできると

いうようなものではなく、なかなか動いてい

かないというような部分については、しっか

りと中長期的な計画を立てながら、それと連

動するような形でやっていきたいと考えてお

ります。ただ道路をつくればいいというだけ

ではなくて、この前も一般質問でお話ししま

したように、にぎわいのある道路だとか、そ

ういうことを目指していって、そこで、道路

だけではなくて、いろいろな面にいい影響を

与える、波及効果があるようなものをしっか

りと見定めながら取り組んでまいりたい、そ

のように思っております。

○議長（古舘繁夫君） １２番宗像密琇さ

ん。

○１２番（宗像密琇君） 町長はよくわかっ

ていらっしゃって、質問したかいがあったな

と思っています。

ついでですので、もう一言言っておきま

す。

今回の定例会においても、一つ、これにか

かわる問題がありました。それは、空き店舗

の問題、それから、この通りの家を解体した

いのだけれども、ちょっと予算が足りなくて

なかなか解体できない……。（発言する者あ

り）

ちょっと待ってください。話が連動します

ので。待てと言われれば待ちます、やめろと

言われたらやめますけれども、これが、今、

私が言っている話につながるのです。

これは、今言ったリフォームと連動してく

るのです。今回、アベノミクスでこういうぐ

あいになっているのは十分に理解していると

ころです。それで、我が町独自でやるという

ときには、そういうことも含めて効果の上が

るようにしていただければありがたいと思い

ます。

終わります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 限られた予算の中で

最大の効果を出すというのが我々の使命であ

りますので、しっかりと、そういった考え方

に基づいて執行、あるいは事業の展開を考え

ていきたい、そのように思っております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、議案第４７号平成２６年度美幌

町一般会計補正予算（第１２号）についてを

採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。
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したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

――――――――――――――――――――

◎日程第５ 議案第４４号

○議長（古舘繁夫君） 日程第５ 議案第４

４号美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついてを議題とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 追加議案の３

ページをお開きいただきたいと思います。

議案第４４号美幌町議会議員の議員報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例制定について御説明を申し上げます。

美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定しようとするということで、制定内

容につきましては参考資料で御説明いたしま

すので、追加の参考資料１ページをお開きい

ただきたいと思います。

資料３１、議案第４４号関係、条例名、美

幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例。

改正目的でありますが、議員の報酬月額に

おきましては、平成８年１２月以降、１８年

間にわたり改正が行われていない中、財政状

況、道内類似団体及び管内市町村の状況並び

に平成２７年２月２０日付、特別職報酬等審

議会の答申等を勘案し、議員の報酬月額を改

正しようとするものでございます。

改正内容でありますが、議員の報酬月額を

改正するということで、別紙の一覧を御参照

いただきたいと思います。

この別紙の見方といたしましては、上部の

表が現行でありまして、下部の表が改正案で

あります。

報酬年額ベースの順位として並べてござい

ますので、御了承願いたいと思います。

そこで、現行では、道内類似団体９団体の

うち、本町議員報酬の年額は３番目と上位の

水準にあることから、中位の水準に改めるべ

きとの考え方から、月額報酬を約１０％削減

し、記載の額に改正しようとするもの、ま

た、議長、副議長、常任委員長、議会運営委

員長においても中位の水準に改めるべきと

し、改正後の議員報酬に対し、それぞれ、左

側の矢印の右側に書いてありますが、議長が

改正後の議員報酬に対し約１５０％、副議長

が約１２０％、委員長が約１０８％相当額の

記載の金額に改正しようとするものでござい

ます。

施行日につきましては、平成２７年４月１

日。

以上、御説明を申し上げました。

なお、参考資料の３ページに新旧対照表を

添付いたしておりますので、御参照いただき

たいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

１３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） これは、多分、報

酬等審議会から答申を受けての町長からの提

案だと思いますけれども、報酬等審議会から

いつ答申を受けたのか、お聞かせ願いたいと

思います。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 大原議員の御質

問にお答えいたします。

報酬等審議会からの答申ということでござ

いますが、答申を受けましたのは平成２７年

２月２０日でございます。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） ２月２０日という

ことであれば、追加議案ではなく、本議案の

中にも載せられる時期ではないかと勝手に憶

測するのですけれども、その辺の成り行きと

いうか、経過を教えていただけませんでしょ

うか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、主幹のほうから

答弁させていただいたように、２月２０日に

答申を受けました。その前に、私から委員会
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に対しまして諮問をして、その答えが答申と

いう形で２０日に来ました。非常に重たい

テーマでありますので、慎重に検討し、その

期間が今日までかかったということでござい

ます。

○議長（古舘繁夫君） １３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） わからないではな

いのですけれども、私たちにしても非常に重

い。であれば、今、追加されてやっても、今

度は私どもが考える時間がなかなかない。こ

れは、私たちだけのことを考えればいいので

すけれども、これから若い議員が出てくるよ

うな体制だとか、いろいろなことを考える

と、非常に、論議をさせていただく時間が欲

しいと私個人は思っています。果たしてこれ

がどうなるかわかりませんけれども、時間が

ないような追加議案でいただいたというのは

非常に残念なところであります。

感想ということになってしまいますけれど

も、以上です。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 大原さんとかぶらな

いように、まず、諮問をした時期がいつなの

かということと、答申が出たのはわかりまし

た。

それで、大原さんが言っているように、私

たち現職議員だけではなくて、今後、立候補

を予定する人にも影響を及ぼす重要な条例提

案ですから、なぜ、１２月にこういう提案を

して、議会議員にしっかり検討する時間を与

えるような準備ができなかったのか。

というのは、この背景には、一般職の人事

院勧告による給与の削減とか、そういったこ

とは前から決まっている話ですよね。決まっ

ているというか、流れとしてはそういうこと

があって、その中で、議員報酬、特別職も含

めて、なぜ、早くにそういう諮問をしなが

ら、答申を得て議会に提案するような作業

が、今、この期に及んで、３月の当初の予算

の中ではなくて、ぎりぎりになってから追加

されているということで、我々議員も、この

ことを重く受けとめながら議論をしていかな

いとならないのですけれども、それにしても

余裕がなさ過ぎるなと。

私は過去の例を調べておりませんけれど

も、恐らく１２月ぐらいの議会にそういった

ものが出されて、その上で議会の中で議論し

たことが多かったと思うのですけれども、そ

の辺も含めて、今回の提案が３月になった経

過と、諮問がもっとはやくできて、答申も得

て議会に提案することができなかったのか、

その辺の経緯についてお答えください。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私どもは、適切な時

期に諮問して、そして、４回の十分な審議を

経て、慎重なる審議を行っていただいた結果

として、２月２０日に答申をいただいたとい

うことであります。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 今回御提案の案

件の諮問の時期でございますが、諮問につき

ましては、平成２６年１２月５日に諮問をし

ているところでございます。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 何点か御質問したい

し、資料も求めたいというふうに思います。

一つは、この前、前期の特別職等報酬審議

会が土谷町長の諮問を受けて答申を出された

のは、たしか第１６期の議員の任期の１年以

上前ではないかというふうに思います。それ

で、議会といたしましては、大変重い議案の

提案で、１５％の削減案であったということ

で、その議案そのものは認められないと否決

をした上で、議会として調査特別委員会を設

置して、約１年、調査をして、議会としての

報告書がまとめられているところです。その

後、選挙をくぐるという状況でありまして、

提案された１６期の議会としては、相当長時

間をかけて審査するというのか、調査すると

いうのか、やった経過がございます。

今回、公文書の公開を求めまして手に入れ

た審議会の開催状況は、今、お話もありまし

たが、町長が諮問したのは昨年暮れの１２月

５日であります。明けて３月の町議会定例会



－ 17－

に提案したいということで諮問を出していま

す。答申が出されたのは２月２０日というこ

とでありまして、したがって、追加提案とい

う形になっています。受けた町議会として

は、本日からこれを審査せざるを得ないと。

目の前に選挙を控えて、十分な審査日程がと

れないこの土壇場で、今、議員報酬、それか

ら、町長、副町長、教育長の給与の改定の話

が出てくるということについては、議員の大

半が時期的にはどうなのかという思いを率直

に持っています。できる限り慎重な審査をせ

ざるを得ない、このように私自身は思ってい

るところでございます。

それで、一つには、やはり、町長の諮問機

関なので、議会側としても、それなりにしっ

かり目を通さなければいけない、そういうふ

うに思っておりまして、私自身が文書の請求

を行って手に入れたものですが、全ての議員

が会議録に目を通した上で少なくとも判断し

ないと失礼に当たるだろうというふうに思い

ます。

そこで、資料要求として、報酬等審議会の

会議録を全議員に御配付をいただきたいとい

うのが１点であります。

もう一つは、これは町長への御質問になり

ますが、昨年暮れの１２月５日に、３月の町

議会で報酬等を改定したいということで諮問

されたその真意を聞かせていただきたいとい

うふうに思います。

特にお聞きしたいのは、最近の北海道新聞

などの論調の中で、首長も対立候補が立たな

い、あるいは議員も定数を満たない、こうい

う状況で、地方自治は一体どうなるのだとい

う警鐘が鳴らされています。

とりわけ、議員については、定数を減ら

せ、報酬は下げろ、こういう大きな流れがあ

りますが、その結果、平均構成年齢がどんど

ん上がっていきまして、若い人が二元代表制

の一角の議会に全然立候補されない。こうい

う状況について、諮問をするに当たって、ど

ういう角度で諮問されているのか。少なくと

も、会議録を見る限り、それに触れた議論の

経過は全くない、このように思っています

が、答申書を受け取った首長として、その部

分についてはどのように受けとめておられる

か。

さらに、美幌町議会として、これは私の見

解と異なる部分はいっぱいありますけれど

も、やっぱり、若い人が議会に立候補するた

めには、一定の報酬がなければ、子供も育て

られないし、生活も維持できない。こういう

状況で、美幌町の特徴としては、定数を減ら

して、報酬等については少なくとも維持しよ

うという方向で、２６名が２２名に、さらに

２０名に、１８名に、そして現在の１４名に

と、相当短期間で定数の削減が行われていま

す。これが美幌町議会の一つの特徴だという

ふうに思います。

これは、美幌方式とも言えるものかなと

思っているのですが、この定数削減の動きに

ついては、議会が勝手にやっていることで

あって、そのことを報酬に反映させる必要は

一切ない、これが審議会の体制だというふう

に思います。

そうすると、二元代表制の一端を担う議会

にかける経費が極端に痩せ細っていくという

ことにならざるを得ないのではないでしょう

か。せっかく、自治基本条例で、議会と行政

が一緒になっていい町をつくろうということ

で、いい憲法とも言うべき自治基本条例がで

きても、議会をどんどん痩せ細らせたら絵に

描いた餅にしかならないと私は思うのです

が、そういう観点から見て、今回の答申を受

けとめた町長として、どのように評価されて

いるかもあわせてお聞かせいただきたい。

第１回目は、聞かせていただきたいと思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 答弁漏れがあったら

御指摘をいただきたいと思いますけれども、

今、全国、全道で統一地方選挙が行われると

いうことで、無投票になる可能性がある、あ

るいは、議会議員については定数まで満たな

いところがあるのではないかということが報
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道されたりしております。ただ、この要因が

果たして報酬だけなのかどうかというところ

は、やはり、報酬だけが全てではないと思っ

ております。

私は、個人的な見解を言いますと、子供は

親あるいは大人の背中を見て育つと言われて

おります。美幌町の次の世代を背負っていた

だける若者は、多分、私も含めて、議員の皆

さんも、ここにおられるように、志を持って

働く私たちの背中を見て、あるべき姿や憧れ

の姿を多分追っているのだろうと思いますの

で、報酬が少ないというだけでは、やはり、

無投票であるとか、あるいは定数に満たない

という答えにはなかなか行き着かないのでは

ないか、そんなふうに思っております。

私は、やはり、議会の皆さんは、一定の志

を持ったり決意を持ったりして、あるいは覚

悟を持ってと言っていいと思いますけれど

も、みずからこの立場を求めたということだ

と思います。そうであれば、なおさら、我々

は、率先垂範して自分を律するということが

極めて重要だと私は思っておりますので、私

についても、議員の皆さんについても多分そ

うだろうと思っておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。

それから、一定の報酬がなければなかなか

難しいのではないかということでありますけ

れども、今述べましたように、私を初め、特

別職の皆さん、さらには議会の皆さんにそれ

ぞれの責務、責任があると思います。また、

役割や使命ということがあると思いますけれ

ども、例えば、今、削減されたという提案を

しておりますけれども、そのことで志が果た

せないだとか、志がなえるような報酬あるい

は給与であるのかというのは、私は耐え得る

のではないかと思って提案をさせていただい

ております。

それで、この審議会は、昭和の初期のころ

だと思いますけれども、お手盛りを厳しくい

さめる目的のために、第三者機関にあり方を

含めて審議をいただくというシステムになっ

ております。

それで、今回の委員の皆さんについても、

各界各層を代表する有識者の方であります

し、そういった中での構成になっておりま

す。もちろん、地域経済や地域で働く方々で

あるとか町民の暮らし、あるいは地域事情に

精通されている方でありますし、多くの町民

の皆さんの意見を聞く立場にある方々であり

ます。また、知識、経験、あるいは広い見識

をお持ちの方が慎重に審議をしていただいた

という答申に対しては、私としては、尊重し

なければいけないし、重く受けとめて、さま

ざまな検討をした結果、妥当と判断して、今

回、提案をさせていただいたということでご

ざいます。

○議長（古舘繁夫君） 何で今ごろかという

ものが漏れています。

○町長（土谷耕治君） 諮問のときに、私

は、３月と言った記憶がありませんので、答

申を受けたときには３月をということを言っ

た記憶があるのですけれども、ちょっと議事

録を精査しなければわかりませんが、御指摘

があれば、もう一度、お願いしたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 報酬等審議会の

議事録等の資料の要求ということでございま

すが、資料のほうについては準備したいとい

うふうに考えておりますが、若干時間をいた

だきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（古舘繁夫君） 暫時休憩します。

再開は、１時１５分とします。

午前１１時５７分 休憩

────────────────

午後 １時２９分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

質疑を続けます。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 今、特別職報酬等審

議会の会議録をいただきました。私は、とり

あえず事前に読み込んでおりますので、全体
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の傾向は承知しております。

そこで、私は、議会に身を置いて、思って

いることなのですけれども、このままでは議

会は全くの形式になってしまうのはないかと

いうように実は思っています。

町長は、報酬が低くても、そこは大きな志

でやっていただくべきではないかということ

なのですが、大抵の人はそうだと思います。

例えば、私も、２９歳で、ある町で議員にな

りましたが、その当時いただいていた給料

は、その後、どんどん改定になりましたけれ

ども、その年代、年代の給料表を比較いたし

ますと、上回ったことは一度もないというの

が実態ではないかと。ただ、比較的大きなま

ちの旧北見市ですと、議員の報酬のレベル

は、課長級ということで、一定の物差しが

あったようです。あるところでは、係長級と

いうことで定められているようですが、多

分、今、美幌町などを含めた多くのまちで

は、そういうレベルにはならないのではない

かというように思います。

あわせて、ある時点から議員年金は打ち切

りになる。もともと、議員には退職金制度は

ないということですから、４年に１度の選挙

を経て、当選すればよし、落選すればその後

の生活の保障は一切ない、大変危険な職業

で、家族には薦められない中身だと思いま

す。

こういう中で、やっぱり、若い人が人生を

かけて議員として頑張ろうという土壌は、多

分、冬の氷のように、春先になったら解けて

しまいますので、家族の猛反対を受けて出ら

れないだろうと思います。そういう部分の議

論がこの中には全くないのですよね。では、

美幌町は一元代表制で行くつもりなのかどう

かが金額を決める後ろ側にないのは大変まず

いのではないか。

それと、第１回目にも申し上げたのですけ

れども、美幌町の議会の特徴として、できる

だけ、活動する報酬を引き下げるのを避け

て、定数を削減することによって、何とか１

人当たりの報酬を維持しようではないかとい

う考えが多数で今日まで来ていまして、いわ

ゆる総報酬制度は何とか維持しようではない

かと。ここに対する切り込みというか、分析

というか、そんなものは議会が勝手にやって

いることであって、判断の基準としては検討

する価値がないというのは、私は暴論だなと

いうふうに思います。

まだ時間が十分とれていないので、議会費

総額が一般会計に占める割合と比較して、定

数２６名の時代、２２名の時代、２０名の時

代、１８名の時代、そして今日ということ

で、二元代表制の一角に対する予算がどう

なっているかということについても、判断の

過程としてはしっかり見ていきたいというふ

うに思っております。正確な数字の裏づけは

持っていないのですけれども、推測として

は、定数２６名の時代にあっても、一定の報

酬は支給されていた。定数２６名の時代は、

さまざまな調査をするのに、あたかも手弁当

でやっていたのだというふうな議論は事実無

根だというふうにも思っています。

私も、定数３０名の時代に、隣のまちで

やっていましたので、報酬が物すごく低かっ

たということはないと思っています。これら

は、私も調べますが、少なくとも報酬等審議

会の中では、数字をきちんと押さえた上で議

論すべきだなというふうに思っています。

差し当たって、私は、このままでは二元代

表制はほとんど絵に描いた餅になってしまう

のではないかという議会人としてのおそれを

持つのですが、行政のトップとして、答申書

を受け取って、そのまま議案としてお出しに

なった首長としての御見解を伺いたいと思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 大江議員の第１回目

の質問に御答弁させていただきましたけれど

も、二元代表制が一元代表制になりかねない

という御心配をされているということであり

ますが、１回目で答弁させていただいたよう

に、決して、二元代表制の一方が活動できな

い、あるいは議会に求められている町民の皆
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さんからのいろいろな期待感をそぐものだと

は私は思っておりません。今回の提案がそれ

をそぐものだという思いはございません。

それで、１回目の答弁のときにも言わせて

いただきましたけれども、やはり、今回の報

酬等審議会の委員については、各界各層から

選出させていただいた方でありまして、そう

いう審議会からの答申を受けたということで

ありますので、尊重して、重く受けとめま

す。

ただ、私はその場に参画できる立場ではあ

りませんでしたので、決裁等を見て、言葉の

雰囲気、その場の雰囲気ものみ込めない部分

がありますけれども、これを受けて、やはり

妥当だという判断に至ったところでありま

す。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） たしか、５年前か６

年前になろうかと思いますが、前回の特別職

報酬等審議会の委員と今回の委員を見ます

と、メンバーの中から、給料をもらって働い

ている人たちの状況を反映する委員が抜けて

います。そういう点では、町長は、各界各層

を代表すると言っていますけれども、では、

労働者側の意見はこの中に反映されているか

となったら、反映されていないのです。働く

人たちがこの町で最も多く存在して、その意

見が反映されない。多分、その人たちから見

れば、冒頭にも申し上げたのですけれども、

例えば、役場職員がやめて議員に立候補でき

るか、何人かの顔は思い浮かぶのです。いい

考え方で、物すごく前向きだな、こういう人

が議会に来ると活性化するなと思うのだけれ

ども、とても誘えないです。子育てができな

い。

だから、若い人を入れたいと地方議会の皆

さんは思っているのだけれども、客観的に見

ても、とてもそれができないような状況に置

かれていて、やっぱり、生活の本拠は別に

あって、議員報酬は添え物だというような方

しかなかなか出てこられないような仕組みを

恒久的につくってしまうというのは、議会の

側から見れば、二元代表制の自殺行為ではな

いかと思うので、こういう物言いをしている

ところです。

町長、副町長、教育長の部分についても、

この短い会議録の中では議論されたとなって

いますけれども、これは、議案が次号、次々

号となっているので、ある面では関係がない

ように見えますが、この点でも全然踏み込ん

でいないと私は思います。今、地方が置かれ

ている極端な少子高齢化あるいは人口減少社

会に向かって、沈まないようにどうするかと

いう点では、トップリーダー、あるいは、そ

れ補佐する副リーダー、あるいは教育委員会

の組織構成が今行われて、教育長に対する負

担がどんとふえてくる。こういう中で、将来

も見据えてどうあるべきかというのは、議論

もされていないです。

そういう意味で、私は、もう一回、しっか

り冷静に読みこなしてみたいと思うのです

が、一読して思うのは、この方々で美幌町の

二元代表制を左右されたら、美幌丸は沈没す

る可能性さえあるというふうに思っていま

す。

質問なので、とりあえず、答申を受けて提

案された町長にしか聞けませんが、平行線に

なるのでしょうか、再度お聞きして終わりた

いと思うのですが、２６名、２２名、２０

名、１８名、そして今日の１４名まで、議会

側の努力で定数を削減したその裏側にある議

会側の思い、土谷町長が今回提案するに当

たって、定数削減と総費用を縮小しようとい

う議会側の思いについては再度お尋ねしたい

と思います。それは、どのように町長の目に

映っているのか。それは、やはり議論の対象

外であって、１人に支給されている報酬の多

寡だけが問題なのだという答申の姿勢と町長

の姿勢はどのように重なるのか、重ならない

のか、聞かせていただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 議会議員の定数も、

３０名、２６名、２４名でしたか、そういう

変遷があります。これは、多分、その時代、
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その時代の議員さんが、町民の皆さんの生活

を含めて、住民感情を含めて、身を切る思い

で削減してきた結果であるのではないかと

思っております。それについて、私が現時点

でさかのぼってコメントすることはいささか

難しいといいますか、コメントするには余り

にも準備が足りないと思っております。

今回、報酬等審議会の委員は、１回目の答

弁でお話ししましたように、さまざまな経歴

を持って、多くの町民の皆さんの声を受けと

める立場にある方であるということでありま

すし、もちろん、議会としての議員の役割や

責任だとか使命は十分に承知しているつもり

であります。

それで、今求められているのは、住民の皆

さんとどうやって意見交換をするか、あるい

は住民意思をどういうふうに反映するかとい

うことが議会議員の皆さんに求められている

ことだろうと思っておりますし、この前も第

１回目の政策提言をしていただきましたけれ

ども、議会としての政策提言ということも求

められていると思います。また、議員間の政

策論争も求められていると。

そういう求められることがたくさんある中

で、先ほど言ったように、多くの町民の皆さ

んの声を聞く立場にある、そして、この場に

おいても、いつも論議になるのは、やはり、

住民の皆さんの生活が大変だと。住民の皆さ

んの艱難辛苦を憂いて、嘆く声を聞きながら

という声がこの場でも何回も論議されたと思

います。そういう意味での一定の評価だと、

そのように私は受けとめております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。（「議事進行について」と発言する

者あり）

○４番（上杉晃央君） 今回、大江議員が情

報公開条例に基づいて先に資料を読んでいま

したが、私どもは、当局のほうから分厚い資

料をいただきました。これを十分に読みこな

して、この問題点について、それぞれの議員

が質疑をしたいというふうに思いますので、

休憩をとっていただくこととあわせて、追加

で配付されたものについて、私も１回目の質

疑は終わっていますけれども、この点に関し

て質疑をしたいというふうに考えていますの

で、議長のお取り計らいをお願いいたしま

す。

○議長（古舘繁夫君） 今、４番上杉議員か

らありましたが、休憩はいたしますし、皆さ

んがお手元の資料をごらんになるという時間

はあると思いますが、一度質疑された方がも

う一回ということについては、同じものでな

ければいいのですけれども、この資料を見て

のというと、なかなか線引きが難しいことで

もあります。

それで、二つのお話がありましたが、前段

の休憩についてはいたします。そして、後段

の話は、私にももう一回質疑をさせてくださ

いということについては認めることはできな

いというふうに私は考えております。

暫時休憩をいたします。

再開を２時３０分といたします。

午後 １時５０分 休憩

────────────────

午後 ２時３０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

質疑を許します。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君） 今、審議会の資料

をいただきまして、しっかり読み解いたわけ

ではありませんが、一部、事務局側で、過去

１９年、見直していないのは美幌だけでとか

という言葉があります。この辺は、見直しが

１９年前になされていたというのは、報酬だ

けをとればそうかもしれませんけれども、前

に質問した議員が言っていますように、議員

定数の削減や、平成２２年に、報酬ではあり

ませんが、期末勤勉手当でしたか、２７万円

を減額したというような、それなりの努力は

してきています。

それと、議員定数を削減することも、審議

会の中では、勝手に自分たちで減らしたので

はないかというふうな、見解の相違というふ
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うに見られるところが、今、ざっと見ただけ

でも多々あるなというふうに感じています。

私は、女性議員として平成１１年からやら

せていただいていますけれども、その中で、

日当が廃止になったりとか、いろいろなこと

がありました。その中でも、確かに、美幌の

議会は、管内でも、人口も多いですけれど

も、報酬も高いほうだとは思っています。た

だ、管内女性議員のネットワークをつくっ

て、町村議員みんなで声をかけ合って勉強会

を平成１２年ぐらいからやっています。

そんな中で、先ほど町長は志だと言われま

したけれども、低いところの議員の報酬を見

ていると、よくやっているなというふうに私

は思って見ているのです。やはり、美幌は、

この町村の中で、いろいろな意味でリーダー

シップをとっていくべきだと思っていますの

で、政務活動費がない時期からも自前で勉強

をしてきましたけれども、議会の報酬を下げ

るということが町村議員にももっともっと悪

い影響を与えていくのではないかなというふ

うに思っていますので、ある意味、責任とい

うものもあります。

それと、私は、こういうふうに出させてい

ただいて、ぜひ後に続く人をつくりたいと思

いまして、これはという女性に３回ぐらい声

をかけたことがあります。そのときに、今、

子供が学校に行っているので、とてもではな

いけれども、それはできないよということ

と、町の臨時職員よりも報酬が少ないからと

てもやれないとか、そういう話を聞きまし

た。

町長が言った、志で議員をするというだけ

ではない、もっと現実的な問題があります

し、答申を受けたと言いますけれども、この

やりとりを町長は全部目にしているのかどう

か、まず、その１点をお聞きしたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 目は通しました。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） そうすれば、説明

の仕方もあるかもしれませんけれども、自分

たちの都合で定数を削減しているのだとか、

今まで、美幌の議会が、いろいろな歴史をた

どり、そして、自分たちがとってきた行動が

余り評価されていない。それは、私たちにも

少しは責任があるのかもしれませんけれど

も、出し方というか、そういうこともちょっ

とあるのかなというふうに思っております

し、実際に、前回、特別職報酬等審議会を開

いたときには、ある一定の答えを出していま

すし、そういうことをこの人たちはなかなか

理解していただいていないのではないかなと

思いますけれども、その辺は事務局からある

程度の説明をあらかじめしていただいたので

しょうか。そこをお聞きしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 議事録を読ませてい

ただいて、その中に、前回の轍を踏まないよ

うにということで、議員の皆さんとも意見交

換をしたいという意向があるようにも受けと

めましたので、ぜひ、そういう提案があった

中で、受けていただきたかったなという思い

を私はしております。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 今の町長のお話が

ちょっとわからないのですけれども、今回、

提案されてからということでしょうか。それ

とも、前回のことを言っているのか。

それから、私は、適切な資料ではなくて、

下げることありきのような資料でなかったか

なというふうな印象を与えられました。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 議員の皆さんの主張

もあるので、審議会でお話ししましょうとい

う投げかけがあったように私は聞いておりま

すけれども、ぜひ、そういう機会をつくって

いただきたかったなという思いであります。

あと、意図的に資料をつくったりというよ

うなことは事務局としてはしていないと思っ

ておりますし、私も、諮問をするに当たっ
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て、下げるために諮問をしましたなどという

気持ちは全くありません。第三者機関に適正

な判断をしていただこうということで諮問を

しているわけでありますから、意図的に何か

をしようとか、そういうことは全くありませ

んので、誤解のないようにしていただきたい

と思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

３番中嶋すみ江さん。

○３番（中嶋すみ江君） 議員報酬について

は、議員にさせていただいて初めて理解が深

まりました。そして、今回、先ほどの説明を

聞きながら、上位だから中位の水準に下げる

というお話をされたのですけれども、上位

だったらだめなのか、その理由は何なのかと

いうことと、それから、議員定数削減と議員

報酬は直接関係がないという認識が審議会委

員にあるようですが、町長は、定数削減とは

別問題と考えているのか。

それから、先ほど、大江議員から、労働者

が委員に入っていなくて、意見が反映されて

いないというお話を聞きました。私は、議員

に当選する前は、職場で働いており、働く婦

人でありました。そのときに、志を持って、

議員になろうということで、この４年間、働

かせていただきました。それを審議会の方が

認識されていなかったのがすごく残念に思い

ました。そして、４年前に働いていて、議員

の志を持って立って、報酬を聞いたときに、

やはり、私は生活があるから働いておりまし

たので、それに見合ったようなお給料であっ

たらいいなと。議員は報酬と言いますけれど

も、生活もあるので、そうだったらいいなと

思っていました。それが、大体似通っていま

したので、これが高いとは思っておりませ

ん。私は５６歳でしたから、女性としては

ちょうどなのかなと、そんな思いでおりまし

た。ですから、生活、家庭を支える男性に

とっては、この報酬の金額は決して高いもの

ではないと思っております。また、若い世代

の方がきらりと輝くまちづくりのために、町

民のために一生懸命頑張ろうと思ったときに

は、この報酬の金額は決して高くはないなと

私の中では思っております。

そしてまた、審議会の資料を見せていただ

いたのですけれども、私は初めて議員になっ

たので、これを読んで理解するのにちょっと

時間がかかります。それで、この審議会も４

カ月間かかっております。だから、次の選挙

が終わってから、新しい方が入って１４人が

そろったときに、考えさせてもらえる時間が

あったらどんなにいいかと思っております。

以上、よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） トップでないとだめ

なのかどうかということについては、私のほ

うから申し上げることはできませんし、新し

い体制で検討するというようなことも、私

は、今、提案している側なので、それは議会

の権限の中でされることなので、私が特にお

答えするようなことはできません。

○議長（古舘繁夫君） 副町長。

○副町長（染谷 良君） 後段のほうは、お

給料だったらよかったのにという内容のお尋

ねだったと思います。

議員は御存じかもしれませんが、今、議員

報酬とは、生活給なのか、あるいは報酬なの

かということで、ずっと以前から論議されて

おります。恐らく、議長会としては、生活給

的な意味合いで、国会議員は歳費という言い

方で位置づけられておりますが、地方歳費と

いうことで、議長会で、たしか平成２０年ご

ろだったと思いますが、自治法改正のときに

要望されているのではないかと思いますが、

改正に至らなかったということであります。

したがって、依然として生活給という位置づ

けではないというのが今の現実の姿でありま

す。

私は、報酬等審議会の当事者ではありませ

んので、審議会の中に入って論議を生で聞い

ているわけではありませんけれども、議事録

等々を拝見したり、あるいは、非公式の席で

委員と意見交換、情報交換をする中で感じる
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のは、やはり、その辺の違いが出ているのか

なと感じているところでありますので、御理

解をいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） 生活給と報酬のこ

とは私もちょっとは理解しておりましたが、

自分が議員になるときの立ち位置のことで

ちょっとお話をさせていただきました。

あとは、議員定数の削減と議員報酬に直接

の関係がないという委員の認識があります

が、それに対しての町長の考えをお伺いしま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） これは、先ほど大江

議員の質問にお答えしたとおりであります。

その時々に、議員の皆さんが苦労して、時代

背景を含めて定数を削減してきたというよう

なことであります。もちろん、町側も行革を

進める中、それに歩調を合わせるような形の

時代もありましたし、そんな中で、議員定数

の削減というようなことをやってこられたの

だろうと思います。

これ以上のお答えはできないわけでありま

すけれども、そういった理解をしているとこ

ろであります。

○議長（古舘繁夫君） １１番橋本博之さ

ん。

○１１番（橋本博之君） 今回の条例提案の

目的というのは、財政状況、また、道内の類

似団体との比較ということで、今回、議会と

町長部局の報酬、また、給与を減額するとい

うことですが、前回、４年前のときには、ほ

かの農業委員とか監査委員だとか教育委員だ

とか、そうした非常勤特別職員も一緒に提案

されていたかと思うのです。また、そのほか

に、町には、委員会とか審議会とか、日当を

払う団体が大体６０前後あります。そうした

日当等についても、しばらく変わっていない

のではないかと思っています。

なぜ、今回、町長は報酬等審議会にそうし

た諮問をしなかったのか、ひとつ聞かせてい

ただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 橋本議員からの

御質問で、非常勤特別職員の報酬のあり方の

改正についてということでありますが、今

回、この審議会には諮問をしております。そ

れで、答申のほうにも載っております。

○議長（古舘繁夫君） １１番橋本博之さ

ん。

○１１番（橋本博之君） 諮問をしていまし

たか。ということは、現状維持ということで

回答が返ってきているということなのです

か。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 現行の報酬額を

据え置くことが妥当という答申であります。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長、それは何

ページのどこに書いてあるのか、ちょっと教

えてください。

○総務部長（平井雄二君） 答申書の２ペー

ジです。

○議長（古舘繁夫君） １１番橋本博之さ

ん。

○１１番（橋本博之君） 妥当という結果が

出たようなのですが、まず、今回、財政を気

にして引き下げ幅を決定されるということな

のですが、どうも私にはちょっとわからない

のです。前回の報酬等審議会とほとんど同じ

メンバーで、前回は引き下げを提案してきた

のに、今回については引き下げを提案してい

ないということについて―町長に聞いても

無駄ですね。そういうことなのですが、本当

はそこまで触れてほしかったとしか言いよう

がないですね。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） ５番早瀨仁志さん。

○５番（早瀨仁志君） 私は、報酬等審議会

の件ではございませんけれども、今回、議員

の報酬削減ということを提案されまして、私

は、町長が出していただいたことに関して

は、賛成というか、それに対して異論はあり

ません。ただし、それぞれの議員の方が言っ
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ておられますように、将来のために議員の報

酬を下げることで、次代を担う新しい芽を摘

んで、これから議会に出てこようということ

が阻害されるのではないかという懸念がある

ということで、私としては、非常に残念であ

るということであります。

財政状況が逼迫して、それを削減したいと

いうことも大いにわかりますし、近隣の町村

とのバランスを考えてくれたということで、

審議会の方々も苦労して出された結論だとい

うことも非常に理解をしております。ただ、

私ども同じ議員として改めて考えますと、や

はり非常に厳しいと。

私は、町長がおっしゃるように、当然、志

があって出てきているわけでありますけれど

も、本当にそれに見合った十分な仕事ができ

たかというと、自分としては疑問を感じてい

ます。

そこで、自分の報酬が妥当かどうかという

のは、多くの町民が考えて判断することとい

うふうに考えております。

今回、町長が提案した数字については、

私、議員個人としては賛成いたしますけれど

も、議員全体としては、やはり、ちょっと問

題があるということで、町長の考えをお聞か

せ願います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 報酬等審議会につい

ては、かつては、議会議員だけで決めていた

時代もあるわけですが、どうしてもお手盛り

になるというようなことで、第三者機関を設

けて、その中で、公正公平な立場で審議をし

ていただいて、それを答申という形で市町村

長が受けるというような形になっているわけ

です。

私は、決して下げるという諮問の仕方はし

ておりません。妥当かどうかということの審

議で諮問をしております。

それで、もう一つ、今回、職員の給与の全

体的な見直しの中で、職員も２％、多くて４

％の削減をするというようなことも提案し

て、可決いただいているところであります。

また、平成２５年には、東日本大震災への対

応ということで、総務大臣の要請の中で、平

均で２.１％の９カ月間、私も副町長も教育

長もそうでありましたけれども、給与の減額

をしているというようなこともあります。そ

んな中で、今回、諮問をさせていただいたと

いうことであります。

それで、いろいろなことがあると思いま

す。きのう、ある議員からいただきましたけ

れども、全国にはいろいろな取り組みをして

おられるところがあって、長野県のある町で

は、満５０歳以下の町議に限り、議員報酬を

月額１８万円から３０万円にしたというよう

な例もあります。これは、多分、議会の皆さ

んの中からの発案だと思います。そういうこ

とも現実的にはできるわけでありますので、

議会の皆さんのお声も聞きながら、今の質問

をしっかりと受けとめていきたい、そのよう

に思っております。

○議長（古舘繁夫君） ５番早瀨仁志さん。

○５番（早瀨仁志君） ここで賛成と言うの

もおかしな話なのだと思うのです。ただし、

多くの議員は、提案された内容について、こ

れほど疑義を申し上げているということであ

ります。これは、やはり、町長は重く受けと

めていただきたいと思います。

それから、審議委員の皆さんも深く協議を

されて出された結果だとは思います。それも

十分理解しますけれども、やはり、町長もそ

うですが、議員も、町民の審判を受けて出て

きているということであります。非常に厳し

い戦いをして出てきているわけですから、皆

さんは、それぞれ思いを持って町政に向かっ

てきていると思うので、町民の方々が、議員

に対して、もうちょっと温かい目で応援して

いただければと思うのです。

恐らく、大勢の町民の方々は、議員の歳費

はとにかく高い、下げればそれでよろしいと

いうことで、簡単に、安易に考えている面が

あるのではないかということを強く思うので

す。やはり、我々は活動に対しての報酬だと

思っていますので、ぜひともその辺を考えて
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いただきたいと思います。

よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） みずからの処遇を決

めるというのは大変重い仕事だと思いますけ

れども、かつて、議会の中でも、いろいろな

改革をしてきた経過がございます。それは、

定数を削るというのが一番大きなことだと思

います。また、日当の廃止であるとか、いろ

いろな審議会に参画しないというような改革

もしてきた、あるいは海外研修もやめてきた

というような経過もあります。

それは、とりも直さず、議員活動の中の重

要な部分をカットするというようなことだろ

うと思いますので、そういった痛みは十分わ

かりながら、今回、こういう提案をさせてい

ただいたのは、冒頭の大江議員の質問にお答

えしたように、審議委員の皆さんは、それぞ

れさまざまな分野から、いろいろな声を聞け

る立場にある方の審議会の答申ということで

ありますので、それを受けての判断というこ

とで御理解をいただきたい、そのように思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

１番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 私も、４年前、町民

の付託を受けて、また、さまざまな公約の中

で、議員報酬の話といいますか、多くの町民

の声を聞いて、今、議員をやらせていただい

ているわけですけれども、やはり、諸先輩か

らいろいろなお話を聞いて、定例会、臨時

会、常任委員会、全員協議会、特別委員会と

か、正直に申しまして、議員になる以前は本

当に中身を知りませんでした。そして、会議

がない土・日あたりは、町民の意見をいろい

ろ聞いて回っております。

そういう中で、議会広報が、３カ月に１

回、各家庭に配布されているわけですけれど

も、私の親しい方でもなかなか目を通してい

ないのです。おお、新鞍さん、元気だったの

かと言われるのですが、いやいや、議会広報

を見ていただければ、隅っこに必ず新鞍の名

前が載っていますと言って歩いています。

先ほど出していただきました審議会の議事

録の中でも、１人だけ政務活動費をもらって

いないな、何もやっていないからもらわない

のかと。だけれども、正直に申しまして、議

会広報を見ていただければ、ある程度、やっ

ているのは理解していただけると思うのです

けれども、今、皆さんの意見を聞きまして、

本当に熟慮を重ねているわけであります。

ただ、民意というのもある程度考えなけれ

ばならないのかなと。ただ、考えれば考える

ほど難しい。今、皆さん方が言われた、後に

若い方が続かないという話については、本当

に複雑な心境でありますけれども、きちんと

決めなければならないということで、最後に

は決断を下すわけですけれども、町長も、下

げるために答申したわけではないと申してお

りますけれども、今の時代の流れから申しま

して、答申する、イコール、下げるという意

味合いではないかと私は考えているところで

あります。

今議会で決めなければならないということ

で、再度、町長からお話しすることがあれ

ば。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私の思いは、先ほど

から答弁させていただいていることに尽きる

わけでありますけれども、若い人が続かない

という内容が、議員の報酬だけなのかという

ところだと思います。

これは、最初の質問にありましたように、

僕も含めてそうなのですけれども、もう

ちょっと若い人を信じてもいいのではないか

なと。若い人は、我々の背中を見て、目指す

姿だとか、すばらしさだとか―そういうこ

とを、多分、我々ができていないから、後に

続く人が少ないのだろうと思わざるを得ない

わけであります。ですから、我々というよ

り、私は、これからもしっかりとやっていっ

て、そして、多くの方が立候補するというよ

うなことを願ってやまないところでありま
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す。

○議長（古舘繁夫君） １２番宗像密琇さ

ん。

○１２番（宗像密琇君） いろいろ議員から

の御意見がありましたが、町長から答弁する

というのはなかなか難しいものがあるとお察

し申し上げます。

何を聞けばいいかなと思っていたのですけ

れども、こういう審議会との話し合いという

ことになると、町長が今申し上げたように、

確かに難しいものがありますけれども、議会

議員の立場と町長の立場は違うと思います。

ですから、同じにはならない。議会議員にな

ろうとする人間は、選挙を通じて出てこなけ

ればならない。選挙をするためには、支援者

がいなければ、それから、その支援者に動い

てもらわなかったら票に結びつかない。選挙

という言葉を捉まえれば、町長も同じでしょ

う。しかしながら、申しわけないですけれど

も、町長の場合は、町のために一生懸命やら

れてきて、お名前もあり、信用もある、そこ

なのですね。

町長は、若い者は後に続くなんて簡単に言

いますけれども、子供たちが誰の背中を見る

かということだと思うのですね。そういう

チャンスはどこにあるのか、自分の親なの

か、隣の親戚のおじさんなのか、それはわか

りません。

ただ、私みたいな昭和２０年生まれの人間

が、諸先輩方の重みとか、いろいろな経験と

いうものを見ながら、また、自分の心の中で

評価しながら、そうやって判断するのとは違

うのです。町長はお金のことだけかと言われ

ましたが、はっきり申しますと、大きい声で

「そうだ」と叫びたくなるのですね。では、

若い者に、お金のことを言わないで、ついて

こいと言っても、何百名に一人はいるかもし

れませんが、ついてくる人間はいない。

私も、長い間、うちの女房に苦労をかけて

頑張ってきました。町長に言う話ではないか

もしれませんが、話の流れでありますので、

恥を忍んで申せば、「議会議員を勤めている

お父さん、私が何を考えているか、考えたこ

とはありますか」という質問を投げかけられ

ました。それは、夫婦だから、いろいろと苦

労をともにしてきたのだろうと私は思ってき

ています。中身まで申しませんけれども、相

当な苦労を背負ってきているわけです。

ということは、今、町長がおっしゃった、

プライドとか美幌町のためだとかと考えてい

るのはおやじばかりで、女性はまた違って、

子供たちのこととか、女性の立場でいろいろ

考えるわけです。

先ほど、いみじくも、岡本さんのほうから

ありましたが、女性に声をかけて、議会に出

てきて頑張ってみませんかと。それはなかな

か難しいことなのです。私みたいに、ちょっ

とおかしいかなと思うぐらいの人間とは違

い、今の若い人たちは、意外ときちんと考え

て行動を起こすと私は信じております。その

若い連中が、議会議員、町長の選挙になって

何を思うか、いろいろ聞いてきたわけですけ

れども、ぴたっとはまるような言葉を言える

人はなかなかいないです。

その中で、報酬が下がってくるなんてこと

には、私はこの場ではっきり言わせてもらえ

ば反対です。

前段で、いろいろな議員が、あれも引き下

げた、これもなくした、こうやって努力をし

てきたという話をされました。私も、定員削

減のときには、私と何人かしか反対しなかっ

たと思います。その中の反対者の一人が私で

した。こんなに下げてどうするのだと。

先日も、議員同士でいろいろな意見を交換

しました。仕事はどんどんきつくなってく

る、大変だ。ですから、今は、過去に私が議

員に出たときの二十数名のときの話とはわけ

が全く違うのです。確かに、仕事はきついで

す。おかげさまで、私は結構パワーがあるほ

うなのですけれども、きついです。

そんな話はどうでもいいのですけれども、

町長の報酬だとか議員報酬の話をちょっと置

いておいて、昨年、監査委員の研修で全国へ

行ってまいりました。我が町の監査委員報酬
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は、見事に立派な数字であります。１桁の低

い数字です。公認会計士の偉い先生方に笑わ

れました。地方の市町村の監査委員の報酬を

見て、私どもはびっくりしました。たまたま

夕張の話が出ました。「皆さん、北海道に夕

張というところがありますね。あそこがこう

なったのは、監査委員が監査をしなかったか

らです」と、何千人の満座の前ではっきり申

しました。とするならば、監査委員にはそれ

だけの価値があります。東京都の監査委員は

数十名いますが、美幌町の月額報酬の何十倍

です。

そして、いろいろと聞いてみますと、監査

委員に与える報酬というのはそれだけのもの

なのか、本当に監査委員の価値がわかってい

るのか。前回も、我が町の監査委員は、

ちょっとしたことがありましてやめられまし

た。その程度なのです。何だ、こんなのなら

やめちゃうわ、はっきり言ってやっていられ

ないのです。町長、そういうことも頭の中に

入れておいてほしいと思うのです。

ですから、報酬等に関して、いろいろお勉

強されるのは結構だと思います。いや、勉強

していかなければだめだと思います。そうい

うことも考えてみますと、町長がみずから答

申して出てきた問題に関しては、それは町長

からとやかく言われる問題ではないと思いま

す。ただ、ただいま発言を求めて、せっかく

チャンスをいただいたので、私もはっきり物

を言う人間ですから、言わせてもらえば、こ

の審議会の皆さんのお名前を見たら、立派な

方ばかりです。先ほどどなたかからも質問が

あったように、では、その方が、失礼ですけ

れども、議会の傍聴に何回来られたか、本当

に、町会議員はどんな仕事をしているのか、

理解していただいているのか、世間の話だけ

を聞いて判断している部分はないのか、あの

議員はこうだぞ、この議員はこうだぞという

下世話な話だけを聞いて判断しているのでは

ないかという疑問が生じてくるようです。そ

ういう疑問が生じないのであれば、大事な審

議をしているのに、この審議会の方は見学に

も来ない、私も見たことがない。果たして、

それで、おおよそ判断ができるのかといった

ら、それは疑問だと思います。

私は、議員、友人との話の中で、また、町

民の中にも、仕事をきちんとしている人間に

は、極端ですけれども、幾ら払っても惜しく

はない。町のために一生懸命やってくれるの

なら。ですから、私が反対だというのは、私

の置かれている議員の話だけではないので

す。町長にしても、副町長にしても、教育委

員長にしても、私は、これ以上は少ないと思

います。その責任の重さたるや、背負ったら

１００キロでは済まないのではないかなと思

うぐらい重いものがあると思います。

２万人を超えるだけの人口の生命、財産を

守っていかなければなんて町長はよく申して

います。そのとおりなのです。それだけの責

任を背負っておられる方に、報酬はこれです

よ、周りがこうだから下げますよ、今、世間

で報道されている話と全く違います。優良企

業の何々は、今度のベースアップで、やれ

３,０００円だ、やれ５,０００円だ、６,０

００円だと。片一方、田舎の町議会では、町

長は下げますよ、議員さんも下げますよと。

私は、落選したのも入れて２０年以上かか

わってきております。何とか美幌のために頑

張りたい、そうやって頑張ってきました。

それから、報酬等に関しても、先輩方とい

ろいろ議論をしてまいりました。はっきり申

し上げて、頼りのない議員さんもおりまし

た。でも、私は、いろいろな議員さんがいる

からいろいろな意見が出てくると。ですか

ら、外野席から眺めて、議員報酬はこんなに

要らないなんて判断されるのはちょっといか

がなものかなと、このように思います。

町長にもいろいろなお考えがあってこうい

うことになったのだと思いますが、今までと

重複するような話があるかもしれませんが、

私は私なりに思ったまま言ったのですけれど

も、町長から、もしなければないで結構なの

ですが、あれば一言いただきたいと思いま

す。
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○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、大変長い質問

で、漏れがあればと思ったのですけれども、

それは必要がないということでありますの

で、思いを話せということだろうと思いま

す。

私は、１分の１の責任であります。それに

見合う報酬でいいと思っております。この後

の議案に出てきますけれども、附則ではなく

て本則でうたってくれというような答申であ

りますので、今、宗像議員がおっしゃったよ

うに、議員の定数は１４人で構成されており

まして、いろいろな議員さんがおられるとい

うお話でありますけれども、総体としての評

価だと私は思っております。これ以上言っ

て、また物議を醸して、この論議でいろいろ

出てきてもあれなので、ちょっとやめます。

家庭のお話もされましたけれども、男はや

はり夢を追うものだなというのが率直な感想

であります。

○議長（古舘繁夫君） １２番宗像密琇さ

ん。

○１２番（宗像密琇君） ありがとうござい

ます。

私も、話せば長くなるもので、申しわけな

いと思いますが、いろいろな議員さんがいて

もいい。

というのは、町長にはちょっと口幅ったい

言い方かもしれませんけれども、丸い球も角

度が広いのですね。どちらの角度から見ても

丸いと見られればいいのですけれども、それ

を、各議員さんが、いろいろな角度から来た

ものを判断して決めるわけですから、いろい

ろな角度がないと判断しづらいのです。です

から、僕は、いろいろな人間、いろいろな

方々の見る角度によって、私も勉強になるの

です。それは、口では言います。いやいや、

あの議員さんには、いやいや、この議員さん

にはと口では言いますけれども、心の中で

は、なるほど、こういう考え方もあるのか、

こういう見方もあるのか、非常に勉強になる

のが判断材料に非常に大事なのです。ですか

ら、１４名にするときには反対したのです。

町長が今申しましたが、実際には１４名で

はないのです。議長が抜けて１３人、議論の

中に加わってこられない。それから、現在み

たいに１名が欠けております。それから、私

は監査委員をやらせてもらっているので、

時々抜けます。継続で委員会で話している場

合は、参加していないから、ところどころわ

からないところもあります。

そういう中で審議をした場合に、１２名の

過半数は６名です。そうしたら、極端に言え

ば、町の議会は、２万人の町で６名で判断す

ると言っても過言ではないです。では、町の

大事なこと、今回みたいに１年間のこれから

の予算を決める、果たしてこの予算でいいの

か、悪いのか、それを、町民の皆さん、６人

で決めていいのですか。ですから、町民の皆

さんに判断してもらいたい。

皆さん、美幌の町は、６人で賛成だ、反対

だと決められるのです。極端に言えば、町長

は１人、副町長もいらっしゃいますけれど

も、そうやっています。議員は、積み上げと

いうのは余りないのです。ところが、町長の

場合は、はっきり申し上げて、優秀な職員が

積み上げてくるのです。その中で町長が判断

し、また提案し、これでいいのか、これで悪

いのか、議員はそうではないのです。議員の

中にはそういう方もいらっしゃるかもしれな

いですけれども、議員は選ばれて出てくる単

品なのです。これが判断するのです。

ということは、議員の判断というのは、そ

んなに安いものでいいですか。食事をできな

いぐらいでもいいのですか。空気を食べては

生きられません。

ということまでは言いませんけれども、私

も、近い時期には１５万円ぐらいの年金暮ら

しに戻る可能性がありますが、それでも、１

５万円だったら、何とか、漬け物をかじりな

がらでも生きてはいけます。（「１５万円も

らえれば立派だ」と発言する者あり）

そうですね。彼が言うのだから間違いない

でしょう。私は生きられると思っています。
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ですから、この仕事は、つらいけれども、

町長がおっしゃったように、夢も食べていま

すから、結構おなかは膨れます。美幌の町に

俺の一言が役に立つのだなと思えば、少々腹

が減っていてもおなかが膨れます。ですから

いいのですけれども、私にも息子がいます、

娘がいます、これだけの報酬で頑張れるかと

いったら、頑張れないと思います。ですか

ら、報酬の高いほうに動くのです。

我が町の介護士さんにしても看護師さんに

してもそうでしょう。やはり、生活がかかっ

ているのです。仕事は一生懸命やりたい、立

派な仕事だからプライドを持ってやりたい、

でも、隣のほうがちょっと高いから隣へ行こ

うかということです。私たち議員は、隣に行

こうかというわけにはいかないのです。

冗談ですけれども、そんなことで、町長が

答申に対して我々の質問を受けるということ

は大変申しわけないことだなと思いますが、

議会の場でありますので、参考にしていただ

ければ幸いだなと思います。町長は、町を何

とかしたいという立派な心を持って、誠実に

やっております。私の言葉にそれをよけるほ

どの力はありませんし、質問らしい質問では

ないかもしれませんけれども、今後の報酬等

審議会についても、先ほどどなたかが言われ

たように、こういう立派な方々も結構ですけ

れども、もうちょっと庶民からの意見を吸い

上げられるような形のほうがベターだなと思

うもので、質問させてもらいました。

答弁は多分ないのかなと思いますけれど

も、先ほどちらっと言った監査委員の仕事も

激務です。私は大したことない。代表監査に

なると大変な仕事だと私は思います。ずっと

４年間見てきましたから。

町会議員さんの中にも、年間１回の審査が

あります。あれに近いだけの書類を３日か４

日のうちに１人で見なければならないので

す。それは激務です。それを１桁の安い報酬

でやるわけですから、それも参考にして、心

の中に書きとめておいていただければありが

たいなと思います。

町長から何かあればお聞きします。

なければ、終わります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、胸の内を十分に

話していただきました。ただ、私も、１分の

１ということで、こうすればこうなると知り

ながら、やむにやまれぬ大和魂ではありませ

んけれども、まさにそういう心境になること

もあります。今回の場合は、そういう思いで

はありませんけれども、審議会の皆さんを信

じておりますので、その答申に基づいて判断

させていただいたということでありますの

で、御理解をいただきたい、そのように思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、質疑を終わ

ります。

暫時休憩をいたします。

３時５５分に再開をいたします。

その間、議会運営委員会を開きますので、

よろしくお願いいたします。

午後 ３時３０分 休憩

────────────────

午後 ３時５５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

――――――――――――――――――――

◎日程追加の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

会期延長についてを日程に追加し、追加日

程第１として直ちに議題といたしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期延長についてを日程に追

加し、追加日程第１として直ちに議題とする

ことに決定しました。

――――――――――――――――――――

◎追加日程第１ 会期延長について
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○議長（古舘繁夫君） 追加日程第１ 会期

延長についてを議題といたします。

お諮りします。

本定例会の会期を３月２３日まで３日間延

長いたしたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は３月２３日まで３日間

延長することに決定しました。

――――――――――――――――――――

◎延会の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

本日の会議は、これで延会いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本日はこれで延会することに

決定しました。

――――――――――――――――――――

◎延会宣告

○議長（古舘繁夫君） 本日は、これで延会

します。

午後 ３時５６分 延会
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